
Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
も
、
対
置
案
を
示
し

た
が
、
①
扶
養
手
当
を
見
直
し
、
②

職
責
手
当
、
暫
定
調
整
は
現
行
ど

う
り
と
い
う
他
、
概
ね
会
社
案
を

了
承
す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

Ｎ
関
労
は
、
労
働
者
の
個
別
管
理

を
強
化
し
、
健
康
や
生
活
を
破
壊

し
な
が
ら
、
低
賃
金
は
、
労
働
者
個
々

人
の
責
任
だ
と
い
う
攻
撃
を
し
つ
つ
、

総
人
件
費
を
切
下
げ
る
も
の
で
あ

り
、
反
対
の
立
場
を
明
確
に
し
て
い

る
。提

案
で
は
、
賃
金
す
べ
て
を
「成

果
・業
績
」で
決
め
る
、
と
い
う
。
成

果
手
当
は
半
年
ご
と
に
評
価
し
な

お
し
。
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
。

成
果
加
算
は
Ａ
評
価
を
取
り
続
け

な
け
れ
ば
、
下
が
っ
て
し
ま
う
。
下

が
り
っ
ぱ
な
し
で
成
果
加
算
が
「ゼ

ロ
」も
あ
り
得
る
。
資
格
賃
金
は
、

評
価
さ
れ
な
い
と
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
昇
格
し
な
い
。

極
端
な
話
、
学
卒
初
任
給
約
20

万
円
、
評
価
さ
れ
な
い
と
昇
給
す

る
要
素
は
何
も
な
く
50
才
ま
で
昇

給
な
く
約
20
万
円
の
ま
ま
、
と
い

う
恐
ろ
し
い
事
態
も
想
定
さ
れ
る
。

常
に
「全
速
力
」を
求
め
ら
れ
る
。

「全
速
力
」で
走
っ
て
Ａ
評
価
、
途
中

で
病
気
等
で
「失
速
」で
も
す
れ
ば

た
ち
ま
ち
Ｂ
評
価
か
ら
、
Ｃ
・Ｄ
評

価
で
減
額
に
。
こ
の
よ
う
に
個
人
責

任
で
賃
金
が
決
ま
る
よ
う
に
見
せ

か
け
、
企
業
の
経
営
責
任
は
一
切

問
わ
れ
な
い
し
、
総
人
件
費
は
削

減
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

Ｎ
Ｔ

Ｔ
に
と
っ
て
何
と
も
都
合
の
い
い
賃

金
制
度
で
は
な
い
か
。

労
働
者
の
大
多
数
に
と
っ
て
は
、

貧
乏
に
な
る
制
度
で
あ
り
、
健
康

や
生
活
を
奪
う
制
度
と
な
る
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
労
組
の
よ
う
に
「チ
ョ
ッ
と

手
を
変
え
品
を
変
え
る
」だ
け
で

す
む
も
の
で
は
な
い
。

こ
の
賃
金
改
悪
が
ど
う
い
う
状
況

を
も
た
ら
す
か
を
分
析
し
、
不
利

益
変
更
は
許
さ
な
い
闘
い
を
追
求

し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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昨
年
12
月
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
「
成
果
主
義
」
賃
金
の
更
な

る
改
悪
を
提
案
し
て
き
た
。

そ
れ
は
、
賃
金
の
年
功
的
要
素
（
年
齢
賃
金
、
資
格

賃
金
の
自
動
昇
格
制
）
を
廃
止
し
、
成
果
・
業
績
に
よ

り
、
昇
給
し
、
減
額
す
る
制
度
（
プ
レ
ミ
ア
ム
レ
ン
ジ
、

マ
イ
ナ
ス
レ
ン
ジ
）
を
導
入
す
る
。
成
果
手
当
は
半
期

ご
と
に
業
績
評
価
し
、
４
段
階
か
ら
５
段
階
と
す
る
。

扶
養
手
当
、
職
責
手
当
、
暫
定
調
整
、
暫
定
加
算
等
す

べ
て
廃
止
し
、
成
果
加
算
、
成
果
手
当
て
の
原
資
と
す

る
、
と
い
う
も
の
。

お気軽にお電話下さい！

賃
金
と
は
原
則
的
に
社
会
的
平
均
的
な
労

働
者
の
家
族
を
含
め
た
生
活
費
と
い
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
生
活
費
に
満
た
な
い

賃
金
し
か
出
さ
な
い
会
社
に
は
労
働
者
が
集
ま

ら
ず
会
社
が
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
す
。

で
す
か
ら
、
生
活
費
が
上
が
れ
ば
賃
金
は
上

昇
し
、
生
活
費
が
下

が
れ
ば
賃
金
も
下
が

り
ま
す
。

昨
今
は
デ
フ
レ
と
い

う
こ
と
で
、
確
か
に

生
活
費
が
下
が
っ
て
い
ま
す
。

日
用
雑
貨
は
大
型
安
売
り
店
で
極
め
て
安
く

手
に
い
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
コ
ン
ビ
に
弁

当
な
ど
３
０
０
円
で
ほ
昼
を
済
ま
せ
た
な
ど
と

い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

一
方
で
、
賃
金
は
労
働
力
の
需
要
と
供
給
に

大
き
く
規
定
さ
れ
ま
す
。

外
国
の
安
い
労
働
力
が
国
内
に
流
入
し
た
り
、

生
産
拠
点
を
海
外
に
移
し
た
り
す
る
の
で
、
国

内
で
は
多
数
の
失
業
者
が
ひ
し
め
き
、
賃
金
は

大
幅
に
下
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

経
営
の
側
は
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る

世
界
規
模
の
競
争
に
勝
つ
た
め
、
日
本
の
労
働

者
の
賃
金
を
年
収
３
０
０
万
以
下
に
し
よ
う
と

の
動
き
が
あ
り
、
半
ば
そ
う
な
っ
て
い
ま
す
。

で
は
、
年
収
３
０
０
万
以
下
で
ど
の
よ
う
な
生

活
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。
若
者
は
将
来
家
を
持

つ
な
ど
夢
の
ま
た
夢
、
結
婚
も
で
き
な
け
れ
ば
、

子
ど
も
も
持
て
な
い
。

今
や
、
日
本
の
社
会
は
崩
壊
に
向
か
っ
て
突
き

進
ん
で
い
る
と
い
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
反
社
会
的
な
動
き
に
対
し
、
Ｎ
Ｔ

Ｔ
は
「業
績
・評
価
主
義
賃
金
」制
度
を
導
入
し
、

そ
の
尖
兵
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
よ
う
と
し
て

い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
世
界

の
労
働
者
と
と
も
に

手
を
結
び
、
合
理
化

に
反
対
し
大
幅
賃
上

げ
を
か
か
げ
闘
う
よ
り
ほ
か
に
人
間
ら
し
く
生

き
る
道
は
あ
り
ま
せ
ん
。

Ｎ
Ｔ
Ｔ
の
「業
績
・評
価
主
義
賃
金
」と
は
ど
う

い
う
も
の
か
ま
な
び
つ
つ
、
仲
間
と
共
に
反
対
し

て
闘
い
ま
し
ょ
う
。



ＮＴＴ提案とＮＴＴ労組対置案 

項目 ＮＴＴ提案 ＮＴＴ労組対置案 

年齢賃金 廃止 

成果加算に 1/4、成果手当に 3/4 を原資

配分 

了承 
18 歳賃金見合いを資格賃金へ移行 

成果加算 評価反映幅の拡大 
上限額の引き上げ 
「プレミアムレンジ」の設定 
マイナスレンジ（降給の仕組み）導入 

 
 
 
 
ＡレンジはＡ評価で昇給、Ｂ評価で現状

維持、Ｃ評価で降給 
ＢレンジはＢ評価以上で昇給、Ｃ評価で

現状維持、Ｄ評価で降給 
ノーマルレンジはＣ評価以上で昇給、Ｄ

評価で降給 
成果手当 評価反映額の拡大 

総合評価反映から半期ごとの業績評価

反映 
4 段階（Ａ～Ｄ）から 5 段階（ＳＡ～Ｄ） 

 
 
 
 
業績評価の分布率の一定の開示を求め

る 
最長在職年数 自動的に昇格する制度を廃止 了承 

扶養手当 廃止し、成果手当てに原資配分 原資は他の手当てに組替えない 
配偶者重視から扶養者数を意識した手

当てに見直し 
職責手当 一般資格 2 級以上に支払っている職責

手当を廃止し、成果手当に原資配分 
廃止反対 

暫定調整・暫定加算 成果加算のプレミアムレンジに移行 暫定調整は現行通り、移行反対 

暫定加算は了承 

特別手当 個々人の成果・業績を的確に反映できる

よう基礎額を見直す 
基礎額を資格賃金、成果加算、地域加算

手当、扶養手当を基礎とする 
組織単位で業績反映を検討 

 

了承 

了承 

成果主義の浸透に伴い、将来の資金準備計画が困難化 

（財）生命保険文化センター「ワークスタイルの多様化と生活設計に関する調査」

 安定給ワーカーは、将来の資産形成、保障準備に関する生活設計を“立てていない”割合が 45.5％となって

いる。これに対し、変動給ワーカーでは、“立てていない”割合が 54.8％と過半数を占めている(図表 16)。 

 また、安定給ワーカーでは、“妻にも働いてもらいたい”が 38.2％に対し、変動給ワーカーでは、同割合が

45.2％と４割を超えている(図表 17)。 

 成果主義賃金制度の浸透は、収入の不安定化を促し、将来の資金準備計画を困難にさせる。同時にその

対応として、夫は妻の就労による収入に期待するのではないか。 

図表 16 将来の資産形成、保障準備 

     に関する生活設計の程度  

 

図表 17 “妻にも働いてもらいたい” 

     と思う割合 

 

 

こ
の
成
果
主
義
賃
金
は
、
年
功
型

で
働
い
て
き
た
中
高
年
へ
の
賃
下
げ

で
あ
る
以
上
に
、
若
年
労
働
者
の

健
康
や
生
活
を
破
壊
し
、
将
来
計

画
が
な
り
た
た
ず
、
不
安
を
増
大

さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

「心
の
病
」の
最
も
多
い
年
齢
層
は

「30
代
」（49
・３
％
）。
30
代
に
落
込

み
が
見
ら
れ
る
尺
度
は
、
①
将
来
へ

の
希
望
、
②
評
価
へ
の
満
足
感
、
そ

し
て
③
仕
事
へ
の
負
担
感
の
な
さ
が

特
に
顕
著
と
な
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
将
来
へ
の
希
望
が
持

て
な
く
な
り
、
評
価
へ
の
不
満
は
強

ま
り
、
仕
事
へ
の
負
担
感
が
増
し
て

い
る
の
は
、
30
代
で
あ
る
。
（社
会

経
済
生
産
性
本
部
「産
業
人
メ
ン
タ

ル
ヘ
ル
ス
白
書
」）

家
の
ロ
ー
ン
は
組
め
る
か
ど
う
か
、

子
供
は
生
み
・育
て
ら
れ
る
か
、
年

金
・医
療
は
ど
う
な
る
か
、
悩
み
は

つ
き
な
い
。

と
く
に
、
少
子
高
齢
化
が
叫
ば
れ

て
い
る
な
か
で
、
04
年
６
月
に
発
表

さ
れ
た
合
計
特
殊
出
生
率(

一
人
の

女
性
が
生
涯
に
生
む
子
供
の
数)

１
・

32
か
ら
更
に
下
が
り
、
過
去
最
低
と

な
っ
た
。
企
業
の
社
会
的
責
任
も

重
い
。
と
こ
ろ
が
Ｎ
Ｔ
Ｔ
は
、
「年
齢
・

家
族
構
成
な
ど
属
人
的
給
与
で
あ

る
扶
養
手
当
は
社
員
の
公
平
感
、

納
得
性
が
得
ら
れ
な
い
」と
し
て
扶

養
手
当
と
企
業
の
社
会
的
責
任
を

バ
ッ
サ
リ
切
捨
て
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
労
働
者
に
絶
え
ず
健

康
・生
活
不
安
を
も
た
ら
す
賃
金

制
度
は
認
め
ら
れ
な
い
。
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Ｎ関労東 ＨＲ

アメリカの黒人女性の若者が職がなくて、軍隊に志

願して入隊しました。

この新兵さんをどのように兵隊として訓練するかとい

うテレビ番組を見たことがあります。

この若者は兵隊として優秀ではなかったのか、一人

だけ呼び出され、上官から穴を掘れと命令されました。

適当な穴が出来ると、今度はそれを埋めろと命令され

ました。命令に従って埋め戻すと、今度はもう一度穴

を掘れと命令されました。この間作業の意味、理由は

教えてもらえません。

こうして、彼女は泣きながら何度もこの作業を繰り返

させられました。

兵隊は命令の善悪や、意味・理由などいちいち考え

ず、ただ上官の命令一下、砲弾の飛び交う中を突き

進まなければならないのです。当たり前の人間の感情

を持っていてはそれはできないことなのです。

ＮＴＴの職場では朝のミーティングの時に、ワードトレー

ニングや指差呼称というものが行われています。

「おはようございます」「ありがとうございました」などと

普段お客との会話のなかで使われることばを誰かがリー

ドして全体で大きな声で唱和するというものです。また

ミドリ十字の旗や壁に張られたスローガンなどを指差し

て「安全よし」などと唱和するのが指差呼称です。

これらはいずれも現場の労働者には大変不評です。

５０才にもなって小学生じゃあるまいし挨拶の練習もな

いだろう、とか安全唱和より、２人乗車などもっと実質

的な安全対策をやれよといった具合です。

しかし、いくら現場の労働者に不評であろうとも、反

対意見が出ようとも、決してやめようとはしません。

会社のいうことには黙って従えということでしょうか。

会社にとって物言わぬ労働者は極めて都合がいいと

考えるのは実は大変な間違いで、ＪＲ福知山線の大事

故の原因の教訓として、職場における民主主義こそが

安全と平和を守る一番大事なことだと痛感しています。

ＪＲ福知山線事故を考える


